
図
書
館
1
69
◆

3
7
0
6

い
わ
む
ら
か
ず
お
の

魅
力
の
作
品
展

と　
き　
5
月
11
日
㈫
〜
27
日
㈭

と
こ
ろ　
図
書
館
展
示
コ
ー
ナ
ー

内　

容　
『
14
ひ
き
の
ね
ず
み
』

や『
か
ん
が
え
る
カ
エ
ル
く

ん
』シ
リ
ー
ズ
、『
ト
ガ
リ
山
の

ぼ
う
け
ん
』な
ど
で
お
な
じ
み

の
絵
本
作
家
で
、
自
然
・
家
族

を
テ
ー
マ
に
活
動
を
続
け
る

「
い
わ
む
ら
か
ず
お
」
の
作
品

群
か
ら
そ
の
魅
力
に
ふ
れ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
1
67
◆

5
0
1
7

公
園
グ
ラ
ウ
ン
ド
フ
ィ
ー
ル
ド

お
よ
び
海
陽
多
目
的
広
場

Ａ
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
利
用
停
止

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
の
た
め
利
用

を
停
止
し
ま
す
。

な
お
、
公
園
グ
ラ
ウ
ン
ド

フ
ィ
ー
ル
ド
内
の
一
部
利
用
や
ト

ラ
ッ
ク
の
使
用
は
可
能
で
す
。

予
約
シ
ス
テ
ム
で
の
申
し
込
み

は
で
き
ま
せ
ん
。

期　
間　
5
月
25
日
㈫
〜
7
月
31

日
㈯

問
合
先　
体
育
セ
ン
タ
ー
（
☎
69

◆

３
２
４
１
）
公
園
グ
ラ
ウ
ン

ド
事
務
所（
☎
57
◆

２
７
１
１
）

市
民
課
☎
66
◆

1
1
0
9

休
日
窓
口
で
の
一
部
業
務

停
止
の
お
知
ら
せ

総
合
窓
口
開
設
に
向
け
た
シ
ス

テ
ム
準
備
の
た
め
、5
月
22
日
㈯
、

6
月
5
日
㈯
は
、
次
の
業
務
の
取

り
扱
い
が
で
き
ま
せ
ん
。
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
印
鑑
登
録
お
よ
び
廃
止

○
印
鑑
登
録
証
の
引
き
換
え

戸
籍
証
明
の
発
行
、
出
生
・
婚

姻
・
死
亡
な
ど
の
戸
籍
届
出
の
受

け
付
け
、税
の
納
付
は
で
き
ま
す
。

な
お
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ

ン
タ
ー
の
証
明
書
自
動
交
付
機
は

使
用
で
き
ま
す
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
の
方
へ

「
第
9
回
特
別
弔
慰
金
」

が
支
給
さ
れ
ま
す

先
の
大
戦
に
お
け
る
戦
没
者
な

ど
の
遺
族
で
、
今
ま
で
公
務
扶
助

料
や
遺
族
年
金
な
ど
を
受
け
て
い

た
方
が
平
成
17
年
4
月
1
日
か
ら

平
成
21
年
3
月
31
日
の
間
に
死
亡

さ
れ
る
な
ど
し
、
平
成
21
年
4
月

1
日
に
お
い
て
受
給
権
者
が
い
な

い
場
合
に
、
次
の
順
位
に
よ
る
遺

族
1
人
に
、
特
別
弔
慰
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
第
8
回
特

別
弔
慰
金
を
現
在
受
給
さ
れ
て
い

る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

①
平
成
21
年
4
月
1
日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取

得
し
た
方

②
戦
没
者
な
ど
の
子

③
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
②
孫

③
兄
弟
姉
妹（
戦
没
者
な
ど
生

計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
の
う

ち
、
婚
姻
後
も
氏
が
変
わ
っ
て

い
な
い
方
が
先
順
位
。）

④
上
記
①
か
ら
③
ま
で
の
方
が
い

な
い
場
合
、3
親
等
内
の
親
族
。

た
だ
し
、
戦
没
者
の
死
亡
前
引

き
続
き
1
年
以
上
生
計
関
係
を

有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

支
給
内
容　
額
面
24
万
円
、
6
年

償
還
の
記
名
国
債

持
ち
物　
戦
没
者
な
ど
と
の
関
係

を
証
明
す
る
た
め
の
戸
籍
謄
本

な
ど
、
印
鑑
。
同
順
位
者
が
複

数
い
る
場
合
は
同
意
書
。

申
し
込
み　
平
成
24
年
4
月
2
日

ま
で
に
福
祉
課
へ
。

保険年金課 ☎66◆1172

◆ ◆ ◆ ◆ 国民健康保険加入の方へのお知らせ ◆ ◆ ◆ ◆ 

～倒産・解雇などにより離職をされた方は国民健康保険税が軽減されます～
●対象者（次のすべてに該当する方）
　①平成21年３月31日以後に離職された方
　②離職日時点で65歳未満の方
　③雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける方
　　※特定受給資格者･･･（例：倒産・解雇などによる離職）
　　※特定理由離職者･･･（例：雇い止めなどによる離職）
●軽減内容・・・前年所得の30／ 100から所得割額を算定
●軽減期間・・・ 離職日の翌日から翌年度末までの期間（※ただし、平成21年３月31日～平成

22年３月30日に離職された方は、平成22年度のみ軽減。）
●申請方法・・・雇用保険受給資格者証をお持ちの上、保険年金課へ。
●その他
　・雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
　・会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
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